
議   第   ３７   号 

令和 ７ 年 ２ 月１７日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中２２の項を削り、２３の項を２２の項とし、２４の項から４３の項ま

でを１項ずつ繰り上げ、４４の項を削り、４５の項を４３の項とし、４６の項から  

７８の項までを２項ずつ繰り上げ、同表７９の項中「熊本市第７次総合計画の評価・

検証及び次期熊本市総合計画」を「本市の総合計画の評価・検証及び中間見直し並び

に次期総合計画」に改め、同項を同表７７の項とし、同表中８０の項を７８の項とし、

８１の項を削り、８２の項を７９の項とし、８３の項から８７の項までを３項ずつ繰

り上げ、８８の項を削り、８９の項を８５の項とし、９０の項を８６の項とし、９１

の項を削り、９２の項を８７の項とし、９３の項から９５の項までを５項ずつ繰り上

げ、９６の項を削り、同表に次のように加える。 

９１ 

庁舎周辺まちづくりプ

ラン（仮称）等検討委員

会 

現庁舎跡地の利活用、新庁舎と周辺の連携その

他の（仮称）庁舎周辺まちづくりプランの策定

及び新庁舎の整備に関し、必要な事項を審議す

る。 

９２ 

熊本市文化芸術推進会

議 

熊本市文化芸術推進基本計画の評価、進行管理

及び中間見直し並びに次期計画の策定につい

て、必要な事項を審議する。 

別表５の表５の項中「熊本市国指定史跡保存活用計画策定委員会」を「熊本市国指
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定等文化財の保存活用計画策定委員会」に改め、「第１０９条第１項」を削り、「指定

された史跡（塚原古墳群、池辺寺跡、西南戦争遺跡及び熊本城跡を除く。）」を「指定

され、又は登録された文化財（重要文化財熊本城及び特別史跡熊本城跡を除く。）」に

改め、同表中１３の項及び１４の項を削り、１５の項を１３の項とし、１６の項を  

１４の項とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置する等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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